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今回の震災に伴う保険診療、診療報酬請求の取扱いについて、厚労省より事務連絡が出さ

れましたので、主なものを取り急ぎお知らせいたします。詳細については九州厚生局ＨＰ

をご参照ください。＜九州厚生局ＨＰ＞ http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/ 

 

１．被災地の保険医療機関の医師等が、避難所に居住する疾病、傷病のために通院によ

る療養が困難な患者に対して、当該患者が避難所にある程度継続して居住している場

合に、定期的な診療が必要と判断され、患者の同意を得て継続的に避難所を訪問して

診察を行った場合に、訪問診療料は算定できるか。 

（答）算定できる。なお、疾病、傷病から通院による療養が可能と判断される患者に対し

て訪問診療料は算定できない。 

 

２．避難所等に居住する患者であって、定期的に外来における診療を受けている者から

の求めに応じて、当該外来による診療を行っている被災地の保険医療機関の医師等が

避難所等に往診を行った場合、往診料は算定できるか。 

（答）患者が避難所等にある程度継続して居住している場合には、避難所に居住している

患者であって、定期的に外来による診療を受けている者からの求めがあり、当該外来

による診療を行っている被災地の保険医療機関の医師等が避難所等に赴き診療を行っ

た場合には、往診料を算定できる。ただし、２人目以降については、往診料は算定で

きず、再診料の算定となる（通常の往診料と同じ取扱い）。 

 

３．被災地の保険医療機関の医師等が各避難所等を自発的に巡回し診療を行っている際

に、訪れた避難所等において偶然、普段外来にて診療している患者の診察、処方等を

行った場合は、保険診療として取り扱うのか。 

（答） 保険診療として取り扱うことはできない（災害救助法の適用となる医療については、

県市町に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法については、県市町村に確認さ

れたい）。 

 

４．避難所や救護所等において診察を受けて発行された処方せんによる調剤は、どのよ

うな取扱いになるか。 

（答） 保険調剤として取り扱うことはできない（災害救助法の適用となる医療については、

県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法については、県市町村に確認

されたい）。 

 

＜参考＞ 患者が処方せんを持参せずに、保険薬局に調剤を求めてきた場合 

事後的に処方せんが発行されることを条件として、以下の要件の“いずれにも”該当す

る場合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。 

ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由により、医師

の診療を受けることができないものと認められること。 

イ 主治医（主治医と連絡が取れない場合には他の医師）との電話やメモ等により医師

からの処方内容が確認できること。 
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